
第３ 章 保存と 整備の基本構想

第１ 節 保存と 整備の基本理念

国指定史跡名越切通は鎌倉七口の一つであり 、 その中でも 当時の面影を最も 良く 残し ながら 、 現

在でも 通行路と し て利用さ れている 貴重な交通遺跡である 。 切通は鎌倉から 三浦半島へ抜ける 重要

な交通路である と と も に、 切通そのも のは防衛遺構と し ての機能も 持ち併せている 。 切通にはその

東に続く 垂直な崖面の大切岸と 呼ばれる 防衛遺構も 併存し ている 。 こ のよ う な防衛機能を兼ね備え

た中世の交通遺跡の中で、 保存管理計画が策定さ れる のは鎌倉七口はも と よ り 全国でも 珍し い例と

考えら れる 。

さ ら に、指定地内には、鎌倉地方を中心と する 中世の特徴的な葬送遺跡やぐ ら 群が濃密に分布し 、

多面的な性格を持つ複合遺跡である 。 ま た、 周辺には豊かな自然が残さ れており 、 市内でも 貴重な

緑地帯でも ある 。

こ のよ う な貴重な文化遺産と 緑地帯が一体と なった国指定史跡名越切通を、 地域の歴史的遺産と

し て保存・ 継承する と と も に、 来訪者が自然の中を散策し ながら 、 史跡を通じ 郷土の歴史的意義を

理解し 、 往時を追体験でき る よ う な公開活用を目指し 、 保存と 整備を進める も のと する 。 なお、 公

開に際し ては、 交通遺跡と いう 性格上、 人が自由に切通路を通行でき る よ う にする こ と が適当であ

る 。 切通路では現在崖面の一部が崩落をおこ し ており 、 通行には危険な状態にある 。 そのため、 安

全の確保と 史跡そのも のの保存が緊急かつ重要な課題と なっている 。

以下に保存と 整備の基本理念を示す。

保存と 整備の基本理念

郷土の貴重な歴史的遺産を 将来にわたって適正な管理のも と に保存し 、 次代に継承し てい

く と と も に、 当該緑地帯の自然を 保全し つつ、 良好な歴史的風土を 探勝でき る 場と し て整備

し 、 郷土意識の高揚を図り 、 心豊かな市民生活の向上に資する 。



基本理念は次の つの柱から なる 。

１ ． 歴史的遺産の保存･継承

郷土の貴重な歴史的遺産を、 将来にわたり 適正な状態のも と に維持でき る よ う 、 恒久的に保

存・ 管理する 。

２ ． 良好な歴史的風土探勝の場の整備

鎌倉七切通の中でも 保存状態が良好である こ と から 、 子市域における 中世の代表的な歴

史遺産と し て、 切通の安全な通行を可能にし 、 往時の雰囲気を追体験でき る よ う な場と し ての

整備を推進する 。

３ ． 郷土意識の向上

史跡を郷土の歴史を活かし たま ちづく り の拠点と し て位置づけ、 歴史を通じ た地域間交流や

情報発信の場と し て広く 活用でき る よ う な整備を推進する 。

４ ． 緑地帯の保全

史跡一帯の貴重な緑地環境を保全する と と も に、その豊かな自然を活かし た公開活用を目指す。

５ ． 心豊かな市民生活の向上

市街地に隣接する 緑豊かな中世の歴史ロ マンあふれる 散策路・ 憩いの場と し ての機能や役割

を果たすと と も に、 人々が集い、 交流でき る 場と し て活用する 。

緑地帯の保全

良好な歴史的風土

探勝の場の整備
歴史的遺産の

保存・ 継承

心豊かな市民生活

の向上

郷土意識の高揚

基 本 理 念

基本理念の つの柱



第２ 節 保存と 整備上の課題

保存と 整備の基本理念に基づき 、 史跡の保存と 整備を進めていく 上での課題を整理する 。

以下では、 史跡の保存と 公開活用と いう 観点から 、 自然条件、 社会的条件、 歴史的条件について

検討すべき 課題をあげていく 。

１ ． 自然条件における課題

１ －１ ． 崩落対策

崩落部分の地層は 子層と 池子層から 構成さ れる 。 子層の岩盤には網状の割れ目が発達し 、

表面から 剥落する よ う な崩落形態を示し ている 。 池子層の岩盤はブロ ッ ク 状に割れ目が発達し 、 岩

塊と し ての崩落が懸念さ れる 。 崩落部分では、 こ れま で応急措置と し て、 風化によ る 崩落を抑制す

る 対策（ 樹木の伐採など） が実施さ れたが、 現在も 崩落が進行し ており 、 早急の対応が必要な状態

にある 。

従前であれば、 崩落部分の整備にかかる 対策施工は、 保存管理計画を踏ま えて策定さ れる 整備計

画の中で検討さ れる べき 課題である が、 史跡の保存と 、 現状で利用さ れている 通行路の安全の確保

にあたっては緊急を要する ため、整備計画策定に先立って崩落対策工事の検討を進める 必要がある 。

崩落対策を検討する 際には、 遺構の保存と 自由通行型の公開のための安全確保と いう 両面から の検

討が必要である 。 ま た、 整備計画を策定する にあたっては、 先行する 崩落対策工事と の整合性を考

慮し ながら 進めていく 必要がある 。

ま んだら 堂やぐ ら 群や大切岸については、史跡そのも のの損壊と 安全管理と いう 意味においては、

崩落部分ほど 早急な対策の必要はないも のと 考える が、整備計画策定にあたっては、崩落部分同様、

遺構の保存と 公開のための対策を検討する 必要がある 。

１ －２ ． 植生の検討

指定地内はその ％以上を樹林地が占めており 、 整備を考える 上で植生をど のよ う な方針で管理

し ていく かは重要な課題である 。

整備する 上では、 古植生を復元する かど う か、 復元する 場合にど の時代の植生の整備をする かど

う かを検討する 必要がある 。 鎌倉における 古植生については、 花粉分析によ る 検討（ 鈴木「 神奈川

県鎌倉市における 鎌倉時代の森林破壊」（ ）） など も 行われている 。

２ ． 社会的条件における課題

２ －１ ． アク セスと 園路

指定地ま でのアク セス の現状は、 ほと んど の来訪者が指定地周辺ま でバス も し く は自家用車で来

た後、 徒歩で指定地内に入る こ と になり 、 自家用車で来訪し た場合には駐車ス ペース の確保が問題

と なっている 。 現状では指定地内外と も に駐車場はなく 、 県道鎌倉・ 葉山線沿いから 上がる 階段の

脇も し く は亀ヶ 岡団地方面入り 口付近、 法性寺寺社地周辺、 鎌倉 子ハイ ラ ン ド 方面入り 口付近

などへの駐車が見ら れる ため、 公共交通機関の利用促進を図る 必要がある 。



指定地内の通行については、 前頁「 １ －１ ． 崩落対策」 の項でも 述べたよ う に切通路の一部で崖

面の崩落が進行し ており 、 早急な対策が必要なほど 危険な状態にある 。 崩落部分を通行する 切通路

の一部は現状通行止めになっており 、 迂回路が設置さ れている も のの、 危険箇所がほんの数 であ

る こ と 、 迂回路が歩き にく く 通行する こ と が遠回り である こ と などから 、 危険を承知で崩落部分を

通行する 人があと を 絶たない。 従来、 崩落部分が地域住民やハイ カーの通行路と なっ てき たこ と 、

交通遺跡を実際に歩いて通る こ と の意義は大き いこ と などを考慮し 、 崩落部分を含め、 可能な限り

切通路の通行を可能にし た安全策を講じ る 必要がある 。

ま た、 園路を設置する にあたっては、 史跡内での障害者・ 高齢者の利用についても 配慮が必要で

ある が、 史跡の立地条件や現状保存原則の観点から 考える と 、 現実的には対応は難し い。

２ －２ ． 公有化・ 管理団体

指定地は可能な限り 全域の公有化を目指し ており 、 平成 年度には寺社地を除き その大部分が公

有地と なる 予定である 。

ま た、 史跡の管理団体については不在の状態で、 現在、 指定地の管理は所有者責任と なっている 。

今後、 国庫補助金を受けながら 適正な史跡の維持管理及び整備活用を進めていく 上では、 地方公共

団体が管理団体と なる 必要がある ため、 子市は「（ 仮称）国指定史跡名越切通整備委員会」 の設

置にあわせて、 平成 年度ま でに管理団体への申請を目指すべき であろう 。

２ －３ ． 観光・ レク リ エーショ ン

指定地及びその周辺区域は緑豊かなハイ キングコ ース と なっており 、 年を通じ てハイ カーが訪

れる 。 ま た、 ま んだら 堂やぐ ら 群は、 平成 年度ま で、 土地の所有者によ る 管理のも と 四季折々の

花木が植えら れ、 特に有名なアジサイ の花の時期には観光客でにぎわっていた経緯がある 。

こ のよ う な状況を考える と 、 現在でも 史跡名越切通はハイ キングのため、 ある いは自然散策のた

めに訪れる 人も 多く 、 史跡と し ての価値に興味を持つ人ばかり ではない。

ま んだら 堂やぐ ら 群は平成 年度をも って一時閉鎖し 、 試掘確認調査を実施し 、 その成果の検討

結果を踏ま え、 整備に着手する こ と になる 。 整備にあたっては、 それま でと 同様、 花の名所と し て

公開し ていく こ と は難し く 、 観光・ レク リ エーショ ンの面から 考えた場合には、 花の名所の終了が

も たら すマイ ナス 材料も 考慮する 必要がある 。当該区域については、ま んだら 堂やぐ ら 群をはじ め、

遺構の歴史的意義と 価値を明確に示し 、 多く の人々が興味を持って訪れる よ う な魅力ある 史跡整備

を実施する こ と で、 遺構の適切な保存と と も に文化的探索と いう 新たな観光資源と し て公開活用の

両立を目指す。

２ －４ ． 鎌倉市域と の関わり

指定地は鎌倉市と の市境を越えて位置し ており 、 同一の史跡について現在の行政境界で切り 離し

て整備・ 公開活用する こ と は不可能である こ と から 、 鎌倉市域の指定地も 含め「 史跡名越切通」 を

一つの遺跡と し て整備する 必要がある 。



ま た、「 古都鎌倉の寺院・ 神社ほか」 について世界遺産登録に向けた検討が進めら れており 、 名

越切通も コ ア物件と 捉えら れている こ と から 、 鎌倉市域における 指定地の拡大状況や他の鎌倉七口

の調査成果など、 世界遺産登録に向けた動向を踏ま えて整備内容を検討する 必要がある 。

３ ． 歴史的条件における課題

３ －１ ． 指定の状況

名越切通は昭和 年に切通路部分と ま んだら 堂やぐ ら 群一帯が国史跡に指定さ れた後、 昭和 年

に切通の北側、 昭和 年に防衛遺構と し ての大切岸部分と 度にわたり 追加指定が行われた。 その

際、 調査によ って追加指定に値する 遺構が確認さ れたも のの、 未指定のま ま になっている 区域（ 指

定地の中央部で細く なっている と こ ろの南西側に位置する 「 六老僧やぐ ら 」 を含むやぐ ら 群、 大切

岸南側の畑地） も あり 、 こ れら の区域については、 将来的に追加指定に向けて検討し ていく 必要が

ある 。

３ －２ ． 遺構分布調査の実施

指定地内における 遺構の分布調査は昭和 年度に部分的に実施さ れたも のの、 調査の規模が小さ

く 詳細な記録が残さ れていないため、遺構の分布状況がはっき り と 把握さ れていなかった。そこ で、

試掘確認調査、 整備のための発掘調査に先立ち、 平成 年度に指定地内の遺構の詳細な分布調査を

実施し 遺構分布図を作成し た。 今後の整備にあたっては、 史跡が広範である こ と に加え、 現状顕現

し ていない遺構が存在する 可能性も 大き く 、 現状で把握し き れなかった遺構の存在にも 配慮する 必

要がある 。

３ －３ ． 発掘調査の実施

指定地内には、 交通遺跡と 防衛遺構と し ての性格を兼ね備えた切通、 葬送遺跡と し ての性格を持

つま んだら 堂やぐ ら 群、 大規模な防衛遺構と 考えら れている 大切岸と いう 、 それぞれ独自性を持っ

た遺跡が分布し ている 。 公開活用に向け、 史跡整備の全体計画を考える 上では、 こ れら の性格の異

なる 遺跡について個別の整備方針が必要である 。

ただし 、 ど の遺跡についても こ れま で十分な発掘調査が行われておら ず、 遺構の性格や年代など

遺跡の持つ学術的価値について十分な考察が行われていない。 し たがって、 史跡整備計画策定に先

立って、 遺構の年代、 種類、 性格、 広がり を特定する 試掘確認調査が必要である 。 試掘確認調査の

結果に基づき 整備計画策定に着手する こ と と なる 。 整備にあたっては、 試掘確認調査の成果に基づ

き 、 整備のための発掘調査を個々の遺跡について実施する 。

発掘調査のエリ アと 調査の目的を以下に示す。



①切通

現状の切通路は路面に崩積土が堆積し ている が、 切通の往時の路面は岩盤の開削面が露出し た状

態であったこ と が推定さ れる 。そこ で、切通における 発掘調査の目的と し て第一に考えら れる のは、

（ ）切通の底面の状況を把握すると いう こ と である 。 ま た、（ ）切通が開削さ れた年代と その変遷に

ついて資料を得る こ と も 必要である 。

②ま んだら 堂やぐ ら 群

ま んだら 堂やぐ ら 群の発掘調査に先立って、（ ）詳細な現況分布図（ 現状測量） 及び現在把握さ れ

ているやぐ ら 個々の実測図の作成が必要である 。現状は三段程度の段状にやぐ ら が穿たれている が、

現在の地表面下にさ ら にも う 一段以上存在する 可能性がある 。 そこ で、（ ）現在表土で隠れている

やぐ ら の存在を 確認する 必要がある 。 ま た、 すでに確認さ れている やぐ ら も 含め、（ ）その形態や

年代、 納めら れている五輪塔の調査など も 必要である 。

ま た、 やぐ ら 群周辺の平場においても 、 寺院など の（ ）建物址遺構が埋蔵さ れている可能性があ

り 、 十分な試掘確認調査が必要である 。

③大切岸

大切岸における 発掘調査の必要性と し ては、 第一に（ ）作ら れた年代、 性格、 広がり を特定する

こ と があげら れる 。 ま た、（ ）大切岸の東側に点在する 切岸状遺構についても 同様に十分な試掘確

認調査を実施し 、 遺構の分布と 年代を把握する こ と も 必要である 。

①②③と も に試掘確認調査の成果を検討し 、 整備計画を策定する 。 整備にあたっては現状保存と

公開活用と の観点から 精査し 、 必要な範囲において十分な発掘調査を実施する 。
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